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清水水先区における基本的な水先引受限界基準は以下の通 りとする。

基本的な引受基準限界 ;

平均風速 :   15m/sec未満

視程   : 1,000m以上

:      1.00m以上

但し、各バースについて船型その他個々の条件がある場合は

その条件に従 うものとする。



 

 

 

水先業務経験年数に応じた業務制限 

 

水先業務経験年数 

 

就業範囲（一級水先人） 

 

１年未満 

 

１．新たに会員となった者に対し、入会の日から

一年間、就業規則を次のとおり定める。 

(1) 入会の日より6ヶ月間、国際総トン数 

30,000トン未満の船舶に就業する。 

(2) 前号の期間経過後の6ヶ月間、国際総トン

数50,000トン未満の船舶に就業する。 

２．前項にかかわらず、入会後1年未満の会員は

、水先人が2名乗船する応招船舶に、副水先人と

して乗船することができる。 
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